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Ⅰ 鎌倉市浄明寺における 漏水事故について 

 

１  概要 

令和７ 年６ 月28日（ 土） 午前１ 時頃に警察に通報があり 、 午前２ 時頃、

鎌倉市浄明寺付近の水道管から の漏水を職員が確認し 、周辺の道路が冠水

によ り 一時通行止めと なった。  

ま た、こ の漏水の修理に伴い、鎌倉市の一部区域で約１ 万戸の断水が発

生し 、 濁水の解消等に時間を要し たため、 復旧は同日午後10時と なった。 

 

２  主な経過 

午前１ 時頃  住民から 警察への通報あり  

   １ 時30分 県道204号線（ 金沢鎌倉線） の通行規制開始 

２ 時頃   漏水事故を確認 

３ 時30分 断水情報をホームページに掲載 

４ 時30分  漏水の止水と 修理のためバルブを閉止、 約１ 万戸が断水 

  ７ 時10分 県道204号線（ 金沢鎌倉線） の通行規制解除 

９ 時    応急給水を開始 

午後１ 時    漏水箇所の水道管の復旧工事を完了 

    １ 時20分 通水を再開し 、 その後、 順次、 水道管路の洗浄を開始 

    10時    水道管路の洗浄を終了、 応急給水を終了 

       

３  漏水の概要 

( 1)  漏水箇所 

鎌倉市浄明寺２ 丁目７ 番付近 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 図１  漏水箇所位置図）  

漏水箇所 
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( 2)  漏水原因 

直径250mmの水道管（ 昭和39年布設） の継手部分のボルト が腐食し 、

継手が離脱し たため。  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 図2 漏水箇所写真）              （ 図３  漏水箇所模式図）  

( 3)  主な被害の状況 

・  県道204号線（ 金沢鎌倉線） の報国寺入口交差点付近が一時通行止め

と なったが、 午前７ 時頃に解除と なった。  

・  鎌倉市の一部区域において、 午前４ 時過ぎから 約１ 万戸で断水及び

濁水が発生し たが、 午後３ 時頃ま でには断水は概ね解消し 、 濁水も 午

後10時頃ま でには解消し た。  

［ 断水区域］  

鎌倉市 十二所
じ ゅ う に そ

、浄明寺一丁目～六丁目、二階堂、西御門
に し み か ど

一丁目～二丁目、

雪ノ 下一丁目～五丁目、雪ノ 下、扇
おう ぎ

ガ
が

谷
や つ

二丁目～四丁目、小町一丁目～三

丁目、 大町一丁目～四丁目・ 六丁目～七丁目、 材木座二丁目 

・  断水に伴い、 多く の飲食店や観光施設等が臨時休業と なった。  

・  なお、 漏水を直接の原因と する 浸水被害や人的被害は、 こ れま で報

告さ れていない。  

 

４  主な対応状況 

( 1)  漏水復旧 

・  漏水の止水と 修理のため、 午前４ 時30分に漏水箇所に通じ る バルブ

を閉め、 断水を行った。  

・  午後１ 時ま でに漏水箇所の水道管の修理工事を完了し 、 午後１ 時20

分から 通水を再開し た。 その後、 順次、 濁水解消のための水道管路の

ボルト 破損 

ボルト  
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洗浄を行い、 午後10時ま でに作業を完了し た。  

( 2)   応急給水 

・  県営水道の給水車14台に加え、管工事業協同組合の給水車５ 台によ

り 、午前９ 時頃から 午後10時ま で、鎌倉市内の小中学校など 、最大10

ケ所で応急給水を行った。  

( 3)   広報等 

・  鎌倉水道営業所ホームページに断水等の情報を掲載し 、Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ で

も 情報発信し たほか、 断水区域には広報車５ 台によ る 広報を行った。

ま た、 県ホームページのト ッ プにも お知ら せを掲載し た。  

・  鎌倉市の協力によ り 、鎌倉市ホームページや、鎌倉市公式Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ

でも お知ら せし た。  

・  断水や濁水に関し 、事故当日に延べ400件余り の苦情やお問い合わ

せをいただいた。  

 

５  今後の対応 

・  今回、 漏水の原因と なった水道管は、 市道と 県道に約400ｍにわたり

埋設さ れており 、昨年度から 進めていた更新工事を、今年度も 着実に実

施し ていく 。  

・  新し い水道管への更新工事が完了する（ 令和８ 年度末） ま での間、 水

圧の影響が大き い曲線部を掘削し 、ボルト の補強を行う 。（ 10箇所程度）  

・  １ 年に１ 回行っている 基幹管路や、国県道に埋設さ れている 水道管の

漏水調査を、 平年よ り も 前倒し し て行う 。  

・  今回の漏水事故に伴う 補償等については、公益財団法人 日本水道協

会等の関係機関と 相談し ながら 対応を検討し ていく 。  
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Ⅱ  令和６年度公営企業会計決算見込額の概況について

損 益 62,965 57,450 3,365

資 本 18,567 38,295 △ 19,728

損 益 11,480 7,763 3,570

資 本 287 2,281 △ 1,994

損 益 893 595 320

資 本 3,984 4,178 △ 194

損 益 2,174 2,174 -

資 本 251 251 -

損 益 1,915 1,915 -

資 本 62 62 -

損 益 79,429 69,900 7,256

資 本 23,152 45,069 △ 21,917

（単位：百万円）

会 計 名
勘 定
区 分

当年度純利益又は純損失

資本的収支財源不足額
収　入 支　出

（注１）　百万円未満切捨てのため、各会計の額の計は合計と符合しない。

（注２）　資本的収支財源不足額の補塡財源には、過年度分損益勘定留保資金等を充てる。

（注３）　収益と費用は税込のため、その差引と当年度純利益又は純損失は符合しない。

水 道 事 業 会 計

電 気 事 業 会 計

公営企業資金等
運 用 事 業 会 計

相模川総合開発
共 同 事 業 会 計

酒匂川総合開発
事 業 会 計

合 計
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令和６年度 令和５年度 増 減 額 前年度対比

 62,965 59,605 3,359 105.6

営 業 収 益  58,566 54,968 3,597 106.5

営 業 外 収 益  3,964 4,581 △ 616 86.5

特 別 利 益  433 55 378 781.9

 57,450 56,404 1,046 101.9

営 業 費 用  55,996 54,929 1,067 101.9

営 業 外 費 用  1,454 1,412 41 103.0

特 別 損 失 - 62 △ 62 皆減

3,365 712 2,652 472.1

 11,480 8,085 3,395 142.0

営 業 収 益  11,254 7,828 3,425 143.8

財 務 収 益  58 19 39 308.4

事 業 外 収 益  159 215 △ 55 74.1

特 別 利 益  7 22 △ 14 33.9

 7,763 7,497 265 103.5

営 業 費 用  7,070 7,025 44 100.6

財 務 費 用  11 24 △ 12 49.1

事 業 外 費 用  665 447 217 148.6

特 別 損 失  16 - 16 皆増

3,570 463 3,107 770.4

893 844 48 105.8

営 業 収 益 449 450 △ 1 99.7

営 業 外 収 益  444 394 50 112.7

595 532 62 111.8

営 業 費 用 357 393 △ 36 90.8

営 業 外 費 用 238 139 99 171.2

320 277 42 115.3

（注１）　収益と費用は税込のため、その差引と当年度純利益又は純損失は符合しない。

（注２）　百万円未満切捨てのため、増減額は符合しない箇所がある。

事 業 費 用

水 道 事 業 費 用

【参　考】　損益勘定決算額比較表

（単位：百万円、％）

区　　　　　分

水 道 事 業 収 益

当年度純利益又は純損失

公

営

企

業

資

金

等

運

用

事

業

会

計

事 業 収 益

水
 

道
 

事
 

業
 

会
 

計

電
 

気
 

事
 

業
 

会
 

計

当年度純利益又は純損失

電 気 事 業 収 益

電 気 事 業 費 用

当年度純利益又は純損失
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Ⅲ 「 神奈川県営水道事業経営計画」 の取組状況について 

 

１  趣旨 

県営水道事業では、令和６ 年度から「 神奈川県営水道事業経営計画」（ 以

下「 経営計画」 と いう 。） に基づき 取組を進めており 、 令和６ 年度の取組

状況について報告する 。  

 

２  経営計画の概要と 取組状況 

厳し さ を増す経営環境において持続可能な県営水道と する ため、基本理

念と し て掲げる ３ つの柱（「 安心」・「 持続」・「 貢献」） のも と 、「 神奈川県

営水道長期構想」（ 令和６ 年度から 令和35年度） を策定し て、30年後の「 目

指す姿」 と 「 取組の方向性」 を示し た。  

そし て、その実現に向けた中期的な事業実施計画と し て「 神奈川県営水

道事業経営計画」 を策定し 、引き 続き 安全で良質な水を安定的に供給する

使命を果たすため、「 取組の方向性」 に基づく 個別事業を位置付け、 事業

運営を行う 。  

( 1)  計画期間 

５ 年間［ 令和６ 年度から 令和10年度］  

( 2)  主要事業の概要と 取組状況 

ア 「 安全で良質な水道」 に向けた個別事業 

水質検査機器等の適切な保守管理や計画的な更新に加え、新たな水

質の課題について、規制強化等の国の動向を注視し 、水質検査体制を

整備する など適切に対応する 。  

［ 取組状況］  

・  Ｐ Ｆ Ｏ Ｓ 及びＰ Ｆ Ｏ Ａ の専用の検査機器を購入し 、 検査体制の

整備に着手し た。  

    ・  Ｐ Ｆ Ｏ Ｓ 及びＰ Ｆ Ｏ Ａ が水質基準※と なった場合に、 よ り 効率

的な検査方法（ 直接注入法） が追加可能かど う か、 環境省の評価

試験に参加し た。  

     ※令和８ 年４ 月に水質基準に追加さ れる 予定。  

イ  「 将来にわたり 適切に管理さ れた水道」 に向けた個別事業 

 水需要の減少を踏ま えた適正な施設規模に向けて、管路等のダウ ン

サイ ジング、配水池の統廃合及び寒川第２ 浄水場の廃止に向けた取組

を進める 。  

ま た、５ 事業者と 共通する 課題の解決に向けて、水道シス テムの再

構築の取組を進める 。  
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［ 取組状況］  

・  寒川第２ 浄水場の廃止（ 令和12年度を目途） に向けた、 配水管

改良工事やポンプ所の整備等を実施し ている 。  

・  ５ 事業者が目指す「 水道シス テム再構築」 の実施に向け、 各事

業者と の調整を行い、 令和６ 年５ 月に「 ５ 事業者の『 施設整備計

画』」 を策定し た。  

ウ  「 災害・ 事故にも 強い水道」 に向けた個別事業 

被災時の断水被害を抑え、復旧日数を短く する ため、断水の影響が

大き い基幹管路や、重要給水施設への供給管路など を優先的に更新し 、

耐震化を進める 、 効果に着目し た「 戦略的な管路整備」 に取り 組むほ

か、 浄水場の浸水対策、 火山対策やポンプ所の停電対策を進める 。  

    
［ 取組状況］  

・  基幹管路の耐震適合率について、計画目標の75％に向けて、19

路線で基幹管路の耐震化を進めている 。  

・  重要給水施設（ 災害協力病院、 避難所等） への供給管路につい

て、 計画目標78箇所のう ち、 12箇所の耐震化が完了し た。  

・  水道管の漏水調査について、基幹管

路や国県道等の配水管は毎年、 その

他の配水管は隔年で行う こ と によ り

計画目標の有効率95％を 維持し てい

る 。  

 

・  寒川浄水場の浸水対策と し て、電源設備等の浸水対策工事を実

施し た。  

・  揚水ポンプ所の停電対策と し て、 計画目標６ 箇所のう ち、 １

箇所へ移動電源車に対応し た設備を導入し た。  
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・  上下水道一体での耐震化を推進する 国から の要請に基づき 、関

係市町と 連携し て令和７ 年１ 月に「 神奈川県営水道上下水道耐震

化計画」 を策定し 、供給管路の耐震化が必要な重要給水施設を選

定し た。  

エ 「 環境にやさ し い水道」 に向けた個別事業 

脱炭素社会の実現に向けて、施設更新に合わせて、ポンプ設備等の

省エネルギー化に取り 組むと と も に、工事によ り 発生する 土砂等の削

減や再生資源化を図る 。  

［ 取組状況］  

・  老朽し た空調設備について、６ 箇所で省エネルギー機器への更

新を行った。  

・  寒川浄水場において使用する ポンプ設備等の電力について、県

営電気事業の水力発電の電力を活用する こ と によ り 、浄水場にお

ける Ｃ Ｏ２ 排出量の削減を図った。  

・  浄水場の浄水処理工程で発生する 浄水発生土を、園芸用土等へ

100％再生利用し ている 。  

オ 「 経営基盤の確立さ れた水道」 に向けた個別事業 

 Ｉ Ｃ Ｔ をはじ めと する 技術を活用し 、工事管理業務の効率化や、給

水装置工事申請手続き のオンラ イ ン化を進める 。  

ま た、水道料金の水準等の定期的な検証や、交付金の確保等によ り 、

財政の健全性を高める と と も に、 持続可能な組織体制を構築する 。  

［ 取組状況］  

・  工事の受発注者間で場所にと ら われず効率的に調整を 実施す

る ための「 情報共有シス テム」 の普及に向け、 同シス テムの使用

を条件と し て一部の工事を発注し た。  

・  将来にわたる 持続可能な水道の実現に向けて、大規模地震に備

えた水道施設整備等を着実に進める ため、令和６ 年10月に水道料

金体系の見直し を含む段階的な料金改定を実施し た。  

・  老朽化し た施設の大量更新や激甚化する 自然災害への対応な

ど 、 直面する 多く の課題に対応する ため、 令和７ 年２ 月に「 県営

水道出先組織再編計画」 を策定し た。  

【 主な変更点】  

 ・ 用途別料金体系から 口径別料金体系への見直し  

 ・ 口径別に基本水量と 基本料金を設定 

 ・ 令和６ 年 10 月に 16％※、 令和７ 年 10 月に 19％※、 令和８ 年 10 月に 22％※ と  

激変緩和措置と し て段階的な料金改定を実施（ ※改定前の料金と の比較によ る 割合）  
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カ 「 信頼に応える 水道」 に向けた個別事業 

 県営水道への信頼を高める ため、わかり やすい広報によ る 情報発信

やお客様ニーズの把握に取り 組む。  

ま た、地域社会や国際社会へ貢献する ため、箱根地区水道事業包括

委託（ 第３ 期） における「 公民連携かながわモデル」 の本格運用や海

外への技術協力など を進める 。  

［ 取組状況］  

・  企業庁Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ 公式アカウ ント によ り 、突発断水等の緊急情報

等を迅速に情報発信し ている 。  

・  Ｖ Ｒ など のデジタ ル技術を 活

用し て場所にと ら われない広報

を 進める こ と を 目的に、 浄水場

見学を 疑似体験でき る 動画「 バ

ーチャ ル浄水場」 を公開し た。  

・  こ れま での取組で構築し た「 公民連携かながわモデル」 を本格

運用する ため、令和６ 年度から 10年間の「 箱根地区水道事業包括

委託（ 第３ 期）」 を開始し た。  

・  ベト ナムラ ンソ ン省・ フンイ エン省から の研修生を受け入れる

と と も に、新たにフンイ エン省と「 水道分野における 技術協力に

関する 覚書」 を締結し た。  
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Ⅳ 「 神奈川電気・ ダム管理事業計画」 の取組状況について 

 

１  趣旨 

企業庁では、 令和６ 年度から 「 神奈川電気・ ダム管理事業計画」（ 以下

「 事業計画」 と いう 。） に基づき 取組を進めており 、 令和６ 年度の取組状

況について報告する 。  

 

２  事業計画の概要と 重点取組 

事業環境が変化し ていく 中にあっても 、ダムや発電所を県民のラ イ フ ラ

イ ンと し て適切に維持管理を行い、電力と 水道用原水の安定供給に取り 組

むため、県営電気事業、城山ダムなどの管理を行う 相模川総合開発共同事

業及び三保ダムの管理を 行う 酒匂川総合開発事業の３ つの事業を 一体的

に連携し 、 事業運営を行う 。  

( 1)  計画期間 

10年間［ 令和６ 年度から 令和15年度］  

( 2)  重点取組目標の達成状況 

重点取組目標である「 点検等の作業や故障など によ る 発電停止時間を

ゼロ に近づける 」 について、 6. 7％の停止率と なった。（ 令和５ 年度停止

率： 4. 6％）  

【 主な取組】  

・  発電機の停止を伴う 複数の工事について、優先度の高い工事に合わ

せて他の工事を同時期に実施 

・  設備ごと にリ ス ク 評価を行い、 点検の標準周期を延伸 

・  重要箇所の精密巡視点検の実施等によ る 事故停止の防止 

 

３  電気事業の取組状況 

電力シス テム改革に対応し て、令和６ 年度から 新たな電力受給契約（ ３

年間） を締結する と と も に、国が創設し た容量市場に新たに参加し て収入

を確保し 、 以下の主要事業に取り 組んでいる 。  

( 1)  相模ダムのリ ニュ ーアル 

完成から 70年以上が経過し 、老朽化が進む相模ダムについて、下流施

設工事と し てダム下流の河道を保護する ための工事を行う ほか、放流施

設工事と し て老朽化し たダム のゲート やこ れを 支える コ ンク リ ート 柱

等を取り 替える 工事等を行う 。  
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〔 工事ス ケジュ ール〕  

 

 

 

 

〔 取組状況〕  

・  「 相模ダムリ ニュ ーアル工事

（ 第 1 期） 下流施設工事」 は、

総合評価落札方式（ 標準型） に

よ り 受注者と 契約を 締結し 、

本格的に工事に着手し た。  

・  放流施設工事に向けて、ゲー

ト の開閉装置など を 移設する

付帯工事を 実施する ほか、 設

備の詳細設計などを行った。  

( 2)  発電所の再整備 

老朽化が進む城山発電所や柿生発電所について、発電能力の向上や新

たな機能を追加し 、 発電設備全体の再整備を行う 。  

〔 取組状況〕  

・  城山発電所について、令和７ 年度の

付帯工事（ 屋外機器工事等） 着手に向

け、事業費の算定や設計等の準備作業

を行った。  

・  柿生発電所について、 令和５ 年度の基

本設計委託を受け、 国の固定価格買取制

度を活用し た再整備計画を検討し た。  

 

 

( 3)  相模貯水池・ 道志調整池の堆砂対策 

上流域の災害防止等のため、堆積し た土砂のし ゅ んせつを実施し 、除

去し た土砂は養浜、 河川還元（ 置き 砂） や、 建設骨材、 埋立て盛土材と

し て有効活用を図る と と も に、 流入支川の保全対策を行う 。  

種  別 R6 R7 R8 R9 ～ R14 ～ R21 R22 R23 R24 

下流施設工事            

放流施設工事            

付帯工事            

【 城山（ 揚水） 発電所の仕組み】  

【 柿生発電所の外観】  
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〔 取組状況〕  

・  相模貯水池及び道志調整池で、し

ゅ んせつを実施し 、除去し た土砂の

有効活用を図った。  

・  相模川の流入支川の保全対策と

し て、沢井川余水吐ト ンネルを拡幅

する 工事が完成し た。  

( 4)  再生可能エネルギーの地産地消の推進 

再生可能エネルギーで発電し た電力を、小売電気事業者と パート ナー

契約を結び県内に供給する こ と で、 地産地消の取組を進める 。  

〔 取組状況〕  

・  愛川太陽光発電所、谷ヶ 原太陽光発電所、早戸川発電所では、

令和５ 年度から 湘南電力株式会社と パート ナー契約を締結し 、

県内産の電力を県内の家庭や事業者へ供給し た。  

・  玄倉第１ 発電所では、令和５ 年度から 株式会社ま ち未来製作所

と パート ナー契約を締結し 、 県内産の電力を 県内の家庭や事業

者へ供給し た。  

( 5)  再生可能エネルギーをためる 取組 

再生可能エネルギーの導入が進むこ と に伴い、「 電力をためる 」 取組

を強化し 、 脱炭素社会の実現を目指すため、「 蓄電所」 の導入に向けた

検討を行う 。  

〔 取組状況〕  

・  蓄電所導入可能性調査委託を実施し 、長期脱炭素電源オーク シ

ョ ン制度の変更を 踏ま えつつ、 企業庁未利用地に設置し た場合

の設備仕様の検討などを行った。  

( 6)  保守管理の効率化 

ス マート 保安シス テムの導入によ り 、発電機等の異常の兆候を早期に

発見し て、故障によ る 発電機の停止を削減し 、効率的な保守管理を行う 。 

〔 取組状況〕  

・  ス マート 保安シス テムを道志第２ 発電所に導入し た。  

（ 令和３ 年度 相模発電所に導入済み）  

( 7)  管理体制の最適化 

発電設備業務支援シス テムを構築し て、発電所の工事・ 点検ス ケジュ

ール等のデータ を一括管理し 、業務を集約化する こ と によ り 効率化を図

る 。  

 

【 相模貯水池のしゅんせつ作業】  
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〔 取組状況〕  

・  発電設備業務支援シス テムを開発し 、 運用を開始し た。  

 

４  ダム管理事業の取組状況 

( 1)  相模川総合開発共同事業 

城山ダム等の適切な維持管理 

城山ダム施設等の機能を維持する と と も に、城山貯水池の保全対策を

適切に行う 。  

〔 取組状況〕  

・  放流警報設備や受変電設備等の電気機械設備の更新工事を 行

った。  

・  城山貯水池の保全対策と し て、新たに令和６ 年度から し ゅ んせ

つに着手し 、 除去し た土砂の有効活用を図った。  

( 2)  酒匂川総合開発事業 

三保ダム等の適切な維持管理  

三保ダム施設の機能を維持する と と も に、三保貯水池の保全対策を適

切に行う 。  

〔 取組状況〕  

・  三保ダム取水口除塵機や受変電設備の修理工事を行った。  

・  三保貯水池の保全対策と し て、し ゅ んせつを実施し 、除去し た

土砂の有効活用を図った。  
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Ⅴ ５ 事業者が目指す「 水道シス テム再構築」 の取組状況について 

 

県内水道５ 事業者（ 神奈川県、 横浜市、 川崎市及び横須賀市の水道事業

者、 並びにこ れら の水道事業者に水道用水を供給する 神奈川県内広域水道

企業団（ 以下「 企業団」 と いう 。）） が、 水需要の減少、 施設の老朽化や水

質事故等への対応強化など 、 共通する 課題の解決に向けて進めている 「 水

道シス テム再構築」（ 以下「 再構築」 と いう 。） の取組状況について報告す

る 。  

 

１  再構築の概要 

再構築は、 ５ 事業者で共通の施設整備を行い、 効率的な施設更新等を

目指すも のであり 、 取組の方向性と 目標は次のと おり 。  

 

取組の方向性 目  標 

水道施設の再構築 

・  現在の11浄水場を８ 浄水場へ再編（ ダウ ンサイ ジング）  
う ち、 企業団の３ 浄水場を増強 

・  ８ 浄水場体制時に必要な送水管路等を整備 

上流取水の優先的利用 
・  上流( 沼本) の未利用水利権の活用 

・  下流( 寒川) の水利権を上流( 沼本・ 社家) で活用 

取水・ 浄水の一体的運用 ・  取水・ 浄水・ 送水の一体的運用の仕組みを構築 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 浄水場の再編（ ダウ ンサイ ジング）  
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２  河川調査の実施 

「 上流取水の優先的利用」 によ る 段階的な取水地点の変更に伴い、将来

想定さ れる 相模川の流況変化を明ら かにする ため、令和６ 年度から 令和７

年度の２ ヵ 年で河川調査を実施し ており 、 その内容は次のと おり 。  
 

項 目 内 容 

既存資料の収集 ・  相模川の河川環境（ 主に魚類） に関する 既存の調査結果を整理 

流況解析 ・  解析モデルの作成と 流況変化（ 流量、 流速、 水深など） の解析 

ド ロ ーン調査 ・  流況観測調査及び空撮調査 

魚類調査 ・  生育環境、 産卵環境、 遡上及び降下環境の調査 

評価 

・  流況変化の状況を整理 

・  流況解析モデルと ド ロ ーン調査を基にし た流況変化の把握 

・  魚類の産卵や移動への影響や、 取水堰の魚道への影響を評価 

 

３  河川調査に係る 有識者会議の設置 

河川調査にあたり 、学識経験を有する 者の意見を聴取する ため、次の事

項を所掌と する「 ５ 事業者の『 水道シス テム再構築』 実現に向けた河川影

響等に関する 有識者会議」を設置し て、こ れま でに３ 回の会議を開催し た。 

・  ５ 事業者が実施する 河川調査の方法及び結果の妥当性に関する こ と  

・  河川調査に基づく 魚類等への影響評価と 対策案の妥当性等に関する こ と  

 

４  河川協議に係る 国等と の調整 

５ 事業者が取り 組む「 水道シス テム再構築」 の課題解決を図る ため、 国

や県の関係部局が連絡・ 調整を行う こ と を目的と し た「 相模川水系におけ

る 流域総合水管理等の行政連絡会」 が設置さ れた。  

 

５  ス ケジュ ール 

令和９ 年度から の水道施設の再構築の事業着手に向けて、引き 続き 河川

調査を行い、漁業者・ 農業者など関係河川使用者や水利権に係る 河川管理

者と の協議を進める 。  
 

項目 R6 R7 R8 R9 ～ R37 

河川調査及び有識者会議       

関係河川使用者協議       

河川管理者協議       

事業着手       
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Ⅵ 活性炭談合に関する 損害賠償請求訴訟の和解について 

 

 活性炭の入札において談合を行い、 企業庁に損害を与えた事業者に対す

る 損害賠償請求事件について、 民事訴訟法第89条の規定によ り 東京地方裁

判所から 和解勧告があり 、 こ れに応じ たこ と を報告する 。  

 なお、 和解について、 地方公営企業法第40条第２ 項の規定によ り 、 議決

を要し ないと さ れている 。  

 

１  和解の内容 

( 1)  件名 

活性炭入札談合に係る 損害賠償請求事件に係る 和解 

( 2)  和解の相手方及び和解金額 

ア 和解の相手方  

本町化学工業株式会社 

株式会社エーシーケミ カル 

幸商事株式会社 

イ  和解金額 

 507, 144円 

 

２  事件の内容 

   公正取引委員会は、活性炭の卸売業者である 本町化学工業株式会社を

はじ め16社が、平成25年10月から 平成29年２ 月に行われた水道事業者に

よ る 活性炭の入札において、談合を行っていたと し て、令和元年11月22

日に排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。  

   公正取引委員会が指摘し た談合に、県企業庁が行った入札７ 件が含ま

れていた。  

   県企業庁は、談合を行ったと さ れる 入札７ 件のう ち、談合によ り 不当

に高い価格で落札さ れたと 思料さ れる ２ 件について、関与し たと さ れる

卸売業者３ 社に対し 、 令和４ 年10月20日に損害賠償請求を行った。  

   損害賠償請求の相手方３ 社が、いずれも 支払の意思を示さ なかったた

め、当該３ 社に対し 、令和５ 年４ 月19日に損害賠償請求訴訟を提起し た。 

 

３  訴訟の経過 

   提訴後、現在ま で12回にわたり 口頭弁論等の裁判手続き が行われ、そ

の中で、 令和７ 年３ 月17日に裁判所から 和解勧告があった。  

   企業庁は、裁判所が談合の事実と 損害の発生を認めたこ と や、裁判を
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継続する こ と はコ ス ト 面から も 得策ではないと の判断によ り 、令和７ 年

６ 月23日に請求内容の一部を放棄し 、 和解に応じ たも のである 。  
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